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Ⅰ 提 出 予 定 案 件

１ 一般会計・特別会計予算

（１）債務負担行為

（単位：千円）一 般 会 計

左 の 財 源 内 訳

課 名 事 項 期 間 限 度 額 特 定 財 源
一般財源

国支出金 地 方 債 そ の 他

徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の 自 平成24年度
自 然 環 境 課 60,576 2,481 58,095

管理運営協定 至 平成26年度

kanrisya
タイプライタ
　-１-



２ その他の議案等

（１）条 例 案

ア 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例（県民との協働課）

（ア）改正の理由

特定非営利活動促進法の一部が改正され，地域に根差した公益の増進に資する特定非営利活動法人に係る認定及び仮認定

の制度が導入されたこと等に伴い，所要の整備を行う必要がある。

（イ）改正の概要

ａ 特定非営利活動法人に係る認定及び仮認定の手続について所要の規定を設けることとする。

ｂ 認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人の運営について所要の規定を設けることとする。

ｃ その他所要の整備を行うこととする。

（ウ）施行期日

平成２４年４月１日から施行することとする。

２）指定管理者の指定について（

ア 徳島県立佐那河内いきものふれあいの里の指定管理者の指定（自然環境課）

指 定 管 理 者
施設の名称 指 定 の 期 間

住 所 法 人 等 名

徳島県立佐那河内いきもの 自 平成24年 4月 1日
名東郡佐那河内村下字中津１７番地 特定非営利活動法人 大川原

ふ れ あ い の 里 至 平成27年 3月31日

kanrisya
タイプライタ
-２-


